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京田辺市国民保護計画・用語集（五十音順） 

京田辺市国民保護計画の本文中で使用される用語の意味は次のとおりです。 

 

【あ行】 

○安否情報 

 避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民の安否に関する情報。 

 

○応急復旧 

 一時的な補修や修繕のことをいい、武力攻撃災害等の際に当面の機能を回復させる。 

 

○NBC 

 Nuclear（核）、Biological（生物）、Chemical（化学）の総称。 

 

【か行】 

○化学兵器 

 化学兵器とは人工的に生成された化学物質（ガスに限定されない）により人間を致死さ

せる兵器の総称で毒ガス兵器もこれに含まれる。 

 大きく分類して神経剤系・びらん系・血液剤系・窒息剤系に大別できる。 

（神経剤系）サリン、タブリン、ソマン、ＶＸ等 

  呼吸器または皮膚浸透によって体内に取り込まれると神経伝達に支障をきたし死亡に

至る。 

（びらん系）マスタード・ガス、ルイサイト等 

  目・皮膚・呼吸器の作用し細胞組織表面に障害を与えびらんさせる。致死性は低いが

火傷の様な障害は治療に時間がかかり、また被害者・被害者以外の心理的ダメージが

大きい。 

（血液剤系）シアン系（青酸）等 

  呼吸する事によって体内に取り込まれると血液中の酸素供給を阻害し致死する。作用

が極めて早いが皮膚浸透しないので防護マスクで防げる。 

（窒息剤系）ホスゲン・ガス等 

  主に呼吸器系に作用し肺の粘膜からの分泌液で肺が満たされると窒息死に至る。 

 

○核兵器 

核兵器とは、核分裂による熱核反応・核融合反応などによる熱や光・放射線及び爆風な

どによる破壊や人畜に致死又は悪影響を与える兵器の総称で放射能兵器を含めることも 

ある。 

 例）核爆弾、大陸間弾道弾（ICBM）、潜水艦発射弾道弾（SLBM）等 

 

○関係機関 

本計画に規定する事業・業務に関係する全ての機関をいう。 

 

○危険物質等 

 引火若しくは爆発又は空気中への飛散若しくは周辺地域への流出により人の生命、身体

又は財産に対する危険が生ずるおそれがある物資（生物を含む。）で政令で定めるもの。 

 

 

○基本方針 

 国民の保護に関する基本指針（平成１７年３月２５日閣議決定）国民の保護のための措

置の実施に関する基本的な方針、国民保護計画等の作成の基準となる事項に加え、想定さ

れる武力攻撃事態の類型を「着上陸侵攻」「ゲリラや特殊部隊による攻撃」「弾道ミサイル

攻撃」「航空攻撃」の４つに分類するとともに、これらの類型に応じた避難、救援、武力攻



 

撃災害への対処などの措置について定めたもの。 

 

○救援物資 

 救援の実施に当たって必要な物資（医薬品、食品、寝具その他政令で定める物資）。 

 

○緊急対処事態 

 武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該

行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態（後日対処基本方針

において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含む。）で、国家とし

て緊急に対処することが必要なもの。 

 

○緊急対処事態対策本部 

 内閣総理大臣から緊急対処事態対策本部の設置について指定を受けたときに、市長が設

置する京田辺市緊急対処事態対策本部。 

 

○緊急対処保護措置 

 緊急対処事態対処方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公

共団体又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が法律の規定に基づいて実施する、緊

急対処事態における攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、又は攻撃が国民生活及

び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするための措置。 

 

○緊急通報 

 武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、当該武力攻撃

災害による住民の生命、身体又は財産に対する危険を防止するため知事が発令するもの。 

 

○緊急物資 

 避難住民等の救援に必要な物資及び資材その他国民の保護のために措置の実施に当たっ

て必要な物資及び資材。 

 

○国の対策本部 

対処基本方針が定められたときに、当該対処基本方針に係る対処措置の実施を推進する

ため、内閣総理大臣が、閣議にかけて、臨時に内閣に設置する武力攻撃事態等対策本部。 

 

○国の対策本部長 

 武力攻撃事態等対策本部長（内閣総理大臣） 

 

○警報 

 武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、基本指針及び対処方針の定め

るところにより国の対策本部長が発令するもの。 

 

○ゲリラ 

 ゲリラは、戦線を作らず小規模の部隊に分かれ、会戦を徹底して回避して、小規模な襲

撃や待ち伏せ、敵方の施設破壊等の後方攪乱によって戦争を継続する方法、そのような展

開になった戦争、さらにそうした戦争を行う組織を言う。 

 

○府国民保護計画 

 国民保護法第３４条に基づき府が作成する国民の保護に関する計画。 

 

○府の対策本部 

 内閣総理大臣から国民保護対策本部の設置について指定を受けたときに、知事が設置す



 

る京都府国民保護対策本部。 

 

○府の対策本部長 

 京都府国民保護対策本部長（京都府知事） 

 

○国際人道法 

 武力紛争において、人道的諸問題に対する配慮から、紛争当事者の戦闘方法や手段を制

限するために規定された国際法（ジュネーヴ諸条約等）。明文化されない慣習法も含まれる

。具体的には、武力紛争時に発生する傷病者や捕虜の待遇、条約の重大な違反行為である

非人道的行為の処罰などを定めているものであるが、これらの国際人道上の内容を国内に

おいて的確に実施するためには、日本国憲法第９８条第２項（「日本国が締結した条約及び

確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」）に基づいて、国内法制

の整備を行うことが必要となる。 

 国民保護法の守備範囲となるのは、武力紛争の影響を受ける住民の保護及び武力紛争の

結果生じた傷病者、死者等の人道的取扱いに関するものであり、 

１高齢者、障害者等配慮を要する者の保護に関する規定（国民保護法第９条第１項） 

２国民保護措置を実施する者等の安全確保の配慮に関する規定（同法第２２条） 

３被災者等の安否情報を収集・整理・提供する旨の規定（同法第９４～９６条） 

４武力攻撃事態等における赤十字標章及び文民保護のための特別標章の使用及び乱用禁止

に関する規定（同法第１５７条、１５８条）等を国民保護法に設けている。 

 

○国民保護措置 

対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又

は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が法律の規定に基づいて実施する、武力攻撃か

ら国民の生命、身体及び財産を保護し、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に及ぼす影

響が最小となるようにするための措置。 

 

○国民保護等派遣 

防衛庁長官が、知事から国民保護法第１５条第１項の要請を受けた場合や、国の対策本

部長から同条第２項の求めがあった場合に実施する、国民保護措置等のための自衛隊の派

遣。 

 

○国民保護法 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律第１１

２号） 

 

○国民保護法施行令 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令（平成１６年政令

第２７５号） 

 

【さ行】 

○災害対策基本法 

国土をはじめ国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、国、地

方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立するとともに防災計画など災

害対策の基本を定めた法律（昭和３６年１１月１５日法律２２３号）。 

 

○市国民保護協議会 

国民保護法第３９条に基づき設置され、市の区域に係る国民保護措置に関する重要事項

を審議し、市長に意見を述べる機関。 

 



 

○市国民保護計画 

国民保護法第３５条に基づき市が作成する国民の保護に関する計画。 

 

○自主防災組織 

大規模災害等の発生による被害を防止し、軽減するために地域住民が連携し、協力し合

って「自らのまちは自ら守る」という精神により、効果的な防災活動を実施することを目

的に結成された組織。 

 

○市対策本部 

内閣総理大臣から国民保護対策本部の設置について指定を受けたときに、市長が設置す

る京田辺市国民保護対策本部。 

 

○市対策本部長 

 京田辺市国民保護対策部長（市長） 

 

○事態対処法 

「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する

法律」（平成１５年６月１３日法律第７９号）。 

 

○指定行政機関 

武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法

律施行令で定められた次の機関。 

内閣府、国家公安委員会、警察庁、防衛庁、防衛施設庁、金融庁、総務省、消防庁、法

務省、公安調査庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、文化庁、厚生労働省、農林水

産省、林野庁、水産庁、経済産業省、資源エネルギー庁、中小企業庁、原子力安全・保安

院、国土交通省、国土地理院、気象庁、海上保安庁及び環境省 

 

○指定地方行政機関 

指定行政機関の地方支分局その他の国の地方行政機関で、武力攻撃事態等における我が

国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令で定めるもの。 

 

○指定公共機関 

独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、

ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令及び内閣総理大臣公示で定める

もの。 

 

○住民 

京田辺市国民保護計画においては、市の区域内に居住している人はもとより、通勤、通

学、旅行等で市の区域内に滞在する人や市域を越えて市の区域内に避難してきたすべての

人（外国人を含む。）及び市の区域内において活動を行うすべての法人その他の団体を「住

民」と定義している。 

 

○ジュネーブ条約 

・１９４９年８月１２日のジュネーブ諸条約 

 第１ジュネーブ条約戦地にある軍隊の傷者、病者の状態の改善に関する条約 

 第２ジュネーブ条約海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者状態の改善に関する条約 

 第３ジュネーブ条約捕虜の待遇に関する条約 

 第４ジュネーブ条約戦時における文民の保護に関する条約 

・１９７７年のジュネーブ条約追加議定書 

 ジュネーブ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書（議定書I） 



 

 ジュネーブ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書（議定書Ⅱ） 

 

○生活関連等施設 

国民保護法第１０２条並びに政令で定められた、武力攻撃事態等において、武力攻撃災

害の発生、又はその拡大を防止するため、国民生活に関連を有する施設で、その安全を確

保しなければ国民生活に著しい被害を生じさせる恐れがあると認められる施設のこと。 

  例）原子力事業所、ダム、大規模な危険物資等取扱所、発電所、駅、空港等。 

 

○生物剤 

生物兵器に用いられる病原微生物あるいはその毒素で、その病原性によって人体に害を

及ぼすもの。 

 

○赤十字標章等及び特殊標章等 

１９４９年８月１２日のジュネーブ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する

追加議定書（議定書Ⅰ）（略称「第一追加議定書」）において規定される標章等で、それぞ

れ国民の保護のために重要な役割を担う医療行為若しくは国民保護措置を実施する者若し

くはその団体又はその団体が使用する場所若しくは車両、船舶、航空機等を識別するため

に使用することができ、それらは、ジュネーブ諸条約及び第一追加議定書の規定に従って

保護される。 

 

 

 

 

 

（赤十字標章：白地に赤十字）  （特殊標章：オレンジ色地に青の正三角形） 

 

【た行】 

○対処基本方針 

武力攻撃事態等に至ったときに、政府が定める武力攻撃事態等への対処に関する基本的

な方針。 

 

○対処措置 

対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に指定行政機関、地方公共団体及び

指定公共機関が法律の規程に基づいて実施する措置のことで、武力攻撃を排除するために

必要な自衛隊が実施する侵害排除活動及び国民の保護のための措置などを指す。 

 

○ダーティボム 

放射性物質を散布することにより、放射能汚染を引き起こすことを意図した爆弾。 

 

○治安出動 

一般の警察力では治安を維持することができない場合に、内閣総理大臣が命じる自衛隊

の出動。 

 

○特殊部隊 

軍隊や警察およびそれに準ずる組織（情報機関や治安組織）において、特殊な任務を担

当する部隊や部署の総称。 

 

 

【は行】 

○避難先地域 



 

国の対策本部長が示す住民の避難先となる地域（住民の避難の経路となる地域を含む）。 

 

○避難施設 

住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、あらかじめ市長が指定する施設。 

 

○避難実施要領 

知事からの避難の指示を受けた市長が、関係機関の意見を聴いて、避難の経路、避難の

手段その他避難の方法などに関して定める避難の具体的な内容を定めて、住民へ伝達し、

関係機関へ通知する要領。あらかじめ、避難の指示があったとき、速やかに避難実施要領

が作成できるよう、消防庁が作成する非難マニュアルを参考に複数の避難実施要領のパタ

ーンを記載した市避難マニュアルを作成する等の準備を行うこととされている。 

 

○武力攻撃 

我が国に対する外部からの武力攻撃。 

 

○武力攻撃災害 

武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放

出その他の人的又は物的災害。 

 

○武力攻撃事態 

武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認めされ

るに至った事態。 

 

○武力攻撃事態等 

武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態。 

 

○武力攻撃予測事態 

武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し武力攻撃が予測されるに至った事態そ

の時点における国際情勢や相手国の動向、我が国への武力攻撃の意図が推測されることな

どからみて、我が国に対する武力攻撃が発生する可能性が高いと客観的に判断される場合

をいうもの。 

 

○防衛出動 

武力攻撃事態において我が国を防衛するために必要がある場合に内閣総理大臣が命じる

自衛隊の出動。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○京田辺市国民保護協議会条例 

平成18年3月31日 



 

条例第2号 

 

(趣旨) 

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法

律第112号)第40条第8項の規定に基づき、京田辺市国民保護協議会(以下「協議会」という。)

の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(委員及び専門委員) 

第2条 協議会の委員の定数は、45人以内とする。 

2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

 

(会長の職務代理) 

第3条 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 

 

(会議) 

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。 

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

 

(幹事) 

第5条 協議会に、幹事30人以内を置く。 

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が任命する。 

3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。 

 

(部会) 

第6条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。 

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が

その職務を代理する。 

 

(その他) 

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議

会に諮って定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○京田辺市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例 

平成18年3月31日 

条例第3号 

 

(趣旨) 

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法

律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基

づき、京田辺市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 

(組織) 

第2条 国民保護対策本部長(法第28条第1項に規定する本部長をいう。以下「本部長」という。)

は、国民保護対策本部の事務を総括する。 

2 国民保護対策本部副本部長(法第28条第5項の副本部長をいう。以下「副本部長」という。)は

、本部長を補佐し、国民保護対策本部の事務を整理する。 

3 国民保護対策本部員(法第28条第4項の本部員をいう。以下「本部員」という。)は、本部長の

命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。 

4 国民保護対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。 

5 前項の職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。 

 

(会議) 

第3条 本部長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に

応じ、国民保護対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。 

2 本部長は、法第28条第6項の規定により、国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させ

たときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。 

 

(部) 

第4条 本部長は、必要があると認めるときは、国民保護対策本部に部を置くことができる。 

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。 

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。 

4 部長は、部の事務を掌理する。 

 

(現地対策本部) 

第5条 法第28条第8項による国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対

策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する

者をもって充てる。 

2 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。 

 

(準用) 

第6条 第2条から前条までの規定は、京田辺市緊急対処事態対策本部について準用する。 

 

(その他) 

第7条 この条例に定めるもののほか、国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関し必要

な事項は、本部長が定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 



 

○京田辺市国民保護協議会運営要綱 

平成18年3月31日 

告示第52号 

 

(趣旨) 

第1条 この告示は、京田辺市国民保護協議会条例(平成18年京田辺市条例第2号。以下「条例」

という。)第7条の規定に基づき京田辺市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

(会長の職務代理) 

第2条 条例第3条の規定による会長の職務を代理する委員は、危機管理の事務を担当する京田辺

市助役の職にある委員とする。 

 

(会長の専決処分) 

第3条 協議会を招集する暇がないと認められるときは、会長は議決すべき事項を専決処分する

ことができる。 

2 前項の専決処分については、会長は、次の協議会において報告しなければならない。 

 

(幹事会) 

第4条 条例第5条第1項の幹事により、幹事会を組織する。 

2 幹事長は、防災担当課長をもって充てる。 

3 幹事長は、幹事会の事務を掌理する。 

4 幹事会は、幹事長が議案の内容に応じ、必要と認める幹事のみ招集することができる。 

 

(部会) 

第5条 条例第6条第1項の部会は、専門事項の調査及び審議を担当し、その運営については会長

が別に定める。 

 

(庶務) 

第6条 協議会の庶務は、防災担当課において行う。 

 

附 則 

この告示は、平成18年4月1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

傍 聴 要 領 

 

京田辺市国民保護協議会 

 

１ 傍聴する場合の手続 

（１）京田辺市国民保護協議会の会議の傍聴をされる方は、会議開催予定時刻の１５分前

までに、受付をしてください。 

（２）傍聴を希望される方が定員を超えた場合は、抽選で傍聴者を決定します。 

 

２ 傍聴に当たって守るべき事項 

  傍聴者は会議を傍聴するに当たり、次の事項を守ってください。 

（１）会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により賛成、反対の意

向等を表明しないこと。 

（２）のぼり、旗、プラカード、鉢巻き、たすき、ゼッケンその他示威のために利用する

と認められるものの携帯又は着用をしないこと。 

（３）談話をし、又は騒ぎ立てる等、会議の妨害となるような行為をしないこと。 

（４）会場において、飲食又は喫煙をしないこと。 

（５）会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。 

   ただし、事前に審議会等の会長等が認めた場合は、この限りではありません。 

（６）携帯電話等の機器の電源を切っておくこと。 

（７）その他会議の議事運営に支障となる行為をしないこと 

 

３ 会議の秩序の維持 

（１）上記の２のほか、傍聴される方は、係員の指示に従ってください。 

   ご不明な点は、係員にお聞きください。 

（２）傍聴される方が以上のことを守られない場合は、退場していただくことが 

あります。 

（３）会議中、会議の秩序維持ができなくなった場合及び緊急的に公開できない事項を取

り扱う必要が生じた場合は、会議を途中で非公開とする場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１号（第１条関係） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第２号（第１条関係） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

様式第４号（第３条関係） 

安 否 情 報 照 会 書 

総務大臣                             年  月  日 

（都道府県知事） 殿  

（市町村長）          申 請 者 

                      住所（居所）                

                      氏 名                   

 

 下記の者について、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律  

第９５条第１項の規定に基づき、安否情報を照会します。 

 

照会をする理由       ①被照会者の親族又は同居者であるため。 

（○を付けて下さい。③の    ②被照会者の知人（友人、職場関係者及び近隣住民）であるため。 

場合、理由を記入願います。）  ③その他（               ） 

備      考 

た被   氏   名 
め照   フ リ ガ ナ 
に会   出生の年月日 
必者   男 女 の 別 
要を   住   所 
な特   国   籍      日本     その他（             ） 
事定  （日本国籍を有しない者に限る。）    
項す   その他個人を識別 
る   するための情報 
※ 申請者の確認 

※ 備    考 

 

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とします。 

   ２ 法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を 

     記入願います。 

   ３ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入願います。 

   ４ ※印の欄には記入しないで下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第５号（第４条関係） 



 

安 否 情 報 回 答 書 

                              年   月   日 

          殿 

 

                                 総務大臣 

                                （都道府県知事） 

                                （市町村長） 

   年   月   日付で照会があった安否情報について、下記のとおり   

回答します。 

避難住民に該当するか否かの別 

武力攻撃災害により死亡し又は 

負傷した住民に該当するか否かの別 

      氏    名 
      フ リ ガ ナ 

被    出生の年月日 

      男 女 の 別 

照    住    所 

      国    籍       日本   その他（        ） 

会   （日本国籍を有しない者に限る。） 

者    
その他個人を識別

するための情報 

      現 在 の 住 所 

     負傷又は疾病の状況 

     連絡先その他必要情報 

 

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 

   ２ 「避難住民に該当するか否かの別」欄には「該当」又は「非該当」と記入し、「武力

攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別」欄には「死亡」、

「負傷」又は「非該当」と記入すること。 

   ３ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。 

   ４ 武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、「負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」

と記入した上で、加えて「死亡の日時、場所及び状況」を記入し、「居所」欄に「

遺体が安置されている場所」を記入すること。 

   ５ 安否情報の収集時刻を「連絡先その他必要情報」に記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

 

     

 危機管理連絡票 

 【第   報】 

報告者 氏名  所属  電話 
 

報告日時 平成   年  月  日   時  分（２４時間表示） 

 

危機事象の概要 

（何が起きたか） 

 

発生又は覚知日時 平成   年  月  日   時  分（２４時間表示）   

発生場所（住所・ 

施設名称等） 

 

被害の状況 

※可能なら被害の 

拡大状況又は拡大 

予想を記載 

 

緊急対応の状況 

（どう対応して 

いるか） 

応急措置の状況、市民等の避難状況等： 

 

関係機関への連絡： 

 

 

区分 市民／市の職員（所属：      ）／その他（      ） 

 

氏名  連絡先  

危機情報の通報者 

通報日時 平成   年  月  日   時  分（２４時間表示） 

その他・危機事象 

の原因など 

 

 

受信者 氏名：        所属：       電話： 

関係者への 

連絡 

 

 

 

      （処理日時：平成   年  月  日   時  分） 

 

その他の対応

 

 

※１、危機主管部が不明な場合は、安心まちづくり室に連絡 

※２、第１報は、把握した範囲で直ちに報告。特に、緊急を要する場合は、電話での報告、 

手書きメモでも可 

 

 

 



 

国民保護法第１４８条第１項に規定する避難施設候補一覧 

施 設 

所在地 

 

整理 

番号 
名 称 

市区町村名 町丁目名・番（番地）・号 

管理者名 

１ 京田辺市立中央公民館 京田辺市 田辺丸山２１４ 京田辺市教育委員会 

２ 京田辺市立社会福祉センター 京田辺市 興戸犬伏５－８ 京田辺市社会福祉協議会 

３ 京田辺市立老人福祉センター常盤苑 京田辺市 草内五ノ坪６ 京田辺市長 

４ 京田辺市立老人福祉センター宝生苑 京田辺市 大住内山７ 京田辺市長 

５ 京田辺市立北部住民センター 京田辺市 大住内山１－１ 京田辺市教育委員会 

６ 京田辺市立中部住民センター 京田辺市 草内美泥２２－２ 京田辺市教育委員会 

７ 京田辺市立三山木福祉会館 京田辺市 三山木谷垣内４ 京田辺市長 

８ 京田辺市立松井ヶ丘小学校 京田辺市 大住上西野１８－２ 京田辺市教育委員会 

９ 京田辺市立大住小学校 京田辺市 大住池平８８ 京田辺市教育委員会 

１０ 京田辺市立桃園小学校 京田辺市 大住仲ノ谷１２－１ 京田辺市教育委員会 

１１ 京田辺市立薪小学校 京田辺市 薪堀切谷１ 京田辺市教育委員会 

１２ 京田辺市立田辺小学校 京田辺市 田辺鳥本１０２ 京田辺市教育委員会 

１３ 京田辺市立田辺東小学校 京田辺市 東西ノ口６０－２ 京田辺市教育委員会 

１４ 京田辺市立草内小学校 京田辺市 草内南垣内５３ 京田辺市教育委員会 

１５ 京田辺市立三山木小学校 京田辺市 宮津宮ノ下４－３ 京田辺市教育委員会 

１６ 京田辺市立普賢寺小学校 京田辺市 水取門田６－１ 京田辺市教育委員会 

１７ 京田辺市立大住中学校 京田辺市 大住池平２ 京田辺市教育委員会 

１８ 京田辺市立田辺中学校 京田辺市 興戸北鉾立２１ 京田辺市教育委員会 

１９ 京田辺市立培良中学校 京田辺市 東七反割３ 京田辺市教育委員会 

２０ 京都府立田辺高校 京田辺市 河原神谷２４ 京都府 

 

 

 

 



 

 

市の沿革

資料：田辺町史ほか

区分

京 田 辺 市

〔　沿　革　〕

三 山 木 村

天 王 村

高 船 村

打 田 村

（久世郡へ）

田辺町

大 住 村

草 内 村

松 井 村

出 垣 内 村

南 山 村

水 主 村

水 取 村
普 賢 寺 村

高 木 村

三山木村

田辺町

大 住 村

明治22年4月明治9年7月明治7年2月

河 原 村

南興戸村
興 戸 村 田辺村

平成9年4月昭和26年4月明治39年10月

綴
　
喜
　
郡 江 津 村

山 本 村

田辺新田村

東 村

草 内 村

飯 岡 村

宮 津 村
宮 ノ 口 村

田辺村

北興戸村

薪 村

田 辺 村

上 村

多 々 羅 村

　京田辺市の歴史は大変古く、早くから文化の開けたところであり、市内には、天神山竪

穴住居跡群や飯岡古墳群をはじめ、数多くの遺跡が発見されています。また、古事記・日

本書紀・万葉集などにもうたわれている「筒城」は、後に郡名（綴喜郡）にもなり、継体

天皇が筒城宮として山城の国に皇居を最初に定められた地といわれています。

　奈良時代には、奈良から太宰府に抜ける山陽道の山本駅が設けられるなど、交通の要衝

として開けていました。また、市のシンボルでもある甘南備山は、平安京造営に際し、基

準点として利用されていました。

　平安時代末期から室町時代には、源平の戦乱の時代に三度も関白職についた近衛基通公

や一休禅師のような名高い高僧がこの地を愛し、晩年を過ごしています。

　明治３１年には、ＪＲ片町線（学研都市線）の前身である関西鉄道が長尾～木津間に開

通し、田辺駅（現、京田辺駅）が設置されました。また、昭和３年１１月には、奈良電気

鉄道（現、近鉄京都線）が京都～西大寺間に開通することにより、南山城地域の中心地と

して発展してきました。

　明治２２年の市制町村制実施に際し、田辺村、薪村、河原村、興戸村の４か村が合併し

て、田辺村となり、明治３９年１０月１２日に町制を施行し、田辺町となりました。昭和

２６年には隣接する大住村、草内村、三山木村、普賢寺村の４か村を編入統合しました。

その後、平成９年４月１日に市制を施行し、京田辺市となり現在に至っています。

 
 

 

 

 

 



 

位置と面積

地　形

地　質

南　北

総面積

（ｋ㎡）

４２．９４

資料：国土地理院

〔　土　地　〕

１３５度４６分１３秒 ３４度４８分４０秒 ５．５ １０．９

東　経 北　緯 東　西

広ぼう（㎞）市役所の位置

　本市は、京都府の南西部にあって、南山城地方の中央やや西寄りに位置しています。

　東は木津川をはさんで城陽市、綴喜郡井手町と接し、西は生駒山系により大阪府枚方

市、奈良県生駒市と境を分かち、北は八幡市、南は相楽郡精華町と接しています。

　市の中心部から直線距離にして、京都市へ約２２㎞、大阪市へ約２８㎞、奈良市へ約

１７㎞と、近畿大都市を結ぶ三角形のほぼ中心に位置しています。

　また、国家的プロジェクトとして京都府、大阪府、奈良県にまたがる京阪奈丘陵にお

いて建設が進められている関西文化学術研究都市の北東部分となります。

　本市の地形は、西部が生駒山系に連なる丘陵地であり、東部は淀川の三大支流の一つ

である木津川のつくりあげた沖積地からなる平野であり、甘南備山の麓から扇状にひろ

がった東斜面の不等辺三角形のまちです。丘陵地から低地に至る緩傾斜地帯には、集落

が多く分布し、四季それぞれに特色をもつ良好な自然環境に恵まれています。

　本市の地質は、甘南備山に僅かながら古生層が見られますが、市の西部丘陵地域は、

大阪層群と呼ばれている洪積層の砂や粘土・礫などによって構成されたやわらかい地層

です。この洪積地域の東側の木津川沿いの低地帯は、木津川によってつくられた沖積層

です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

気象概況

注１　日積算雨量はその年次、月の最大値。

警報・注意報等の状況

単位：回

年次

種別

台 風

資料：消防本部

警報 注意報

21.2 75.1491.0 113 0.8 WNW1,479.0

情報・連絡

雨　量

日積算

降水量　(㎜)

平成１４年

21.4

23.2

29.1

33.1

△ 4.2

年次

区分

　　　　１６年 16.0 37.4 △ 4.7

平成　１４年

総　量

37.415.0 △ 4.4

情報・連絡 情報・連絡

　　　－ 　　　－ 134

　　　－ 5 　　　－

　　　－ 　　　－

　　　－ 　　　－ 5

　　　－ 　　　－ 　　　－

　　　－ 　　　－ 　　　－

　　　－

　　　－ 13 　　　－

　　　－ 29 　　　－

　　　－ 4 　　　－

　　　－ 10 　　　－

　　　－ 8 　　　－

　　　－ 　　　－ 　　　－

　　　－ 132 142

　　　－ 9 3

14.7 78.6

14.3 76.0WNW

16.6 77.2

20.0 78.6

17.8 69.7

17.3 74.4

17.5 73.7

16.3 68.4

13.5 79.5

18.6 73.3

78.1

21.2 73.9

15.6

69.1WNW 19.0

平　均

湿　度

（％）
平均風速

風向・風速　(m/sec)

14.012.6 418.5

１２月

１１月

１０月

９月

８月

７月

3.6

５月

６月

１月

２月 5.5

8.1

14.5

19.4

23.6

３月

４月

0.921.0 759.0

△ 2.3 1.025.0 1270.5

2.1 1.142.5 1097.0

9.0 0.946.5 13240.0

33.7 11.8 0.930.5 15132.5

28.3 37.4 19.6 1.036.0 339.0

27.1 35.8 18.6 0.9183.0 44.5 12

24.7 33.9 16.7 0.8192.0 71.0 14

17.4 29.2 5.1 0.6280.0 96.0 8

23.3 3.7 0.497.5 32.0 9

0.9

〔　気　象　〕

降水
日数
（１㎜
以上)

△ 4.7

899.0 37.5 113

△ 4.4 1,585.5 554.0

0.470.0 32.0 6

WNW

WNW

WNW

WNW

W

SE

N

WNW

WSW

W

最大風速
最多
風向

大 雨

洪 水

合 計

7.6 19.5 △ 0.5

12.5

大 雪

風 雪

強 風

霜 　　　－

　　　－

そ の 他

高 山 ダ ム 放 流

な だ れ

乾 燥

濃 霧

雷

暴 風

54

　　　－

4

　　　－

　　　－

　　　－

191

26

　　　－

10

3

3

　　　－

　　　－

　　　－

　　　－

　　　－

3

　　　－

　　　－　　　－

　　　－

191

　　　－ 93

　　　－

65

　　　－

　　　－

18

　　　－

　　　－

　　　－

29

26

　　　－

3

23

14

26

5

　　　－

　　　－

警報 注意報

平成１６年

9

平成１５年

警報 注意報

168 197 331

4 22 27

4 20 　　　－

8 　　　－

　　　－ 　　　－ 　　　－

　　　－

11 1　　　－

　　　－ 14 　　　－

6 　　　－

　　　－ 17 　　　－

　　　－

68 　　　－　　　－

1

　　　－

　　　－

　　　－ 　　　－

　　　－ 　　　－

2 156

　　　－

資料：消防本部

　　　－ 13　　　－

　　　　１５年 15.0 36.2

気　温　(℃)

平　均 最　高 最　低

WNW

115 20.6 74.1

1.5

1.2 WNW

　　　－ 　　　－ 　　　－ 　　　－

 
 

 

 

 



 

人口と世帯数の推移
（各年４月１日現在調）

注１　住民登録制度は、昭和２７年７月３日から実施。数値は、住民基本台帳人口と外国人登録人口の合算値。

注２　人口密度は、市面積を平成元年まで４３．６１ｋ㎡、平成２年から４２．９４ｋ㎡として算出。 資料：広報広聴課

-4.813513,1887,7897,53515,324昭 和 ２ ９ 年

１ ２ 年
１ ３ 年 56,748 27,987

１ ５ 年 58,014

1.26

28,538 29,476 21,169 1,351

１ ６ 年 29,78228,76458,546

2.84

1,335

56,277 27,816 28,461 19,801

20,639

1,311
28,761

2.84

2.74 2.23
2.132.71

20,193 1,322

1,36321,621

29,059

27,048 27,677 19,009 1,274
53,035 26,246

１ １ 年 54,725

17,490
17,822
18,289
18,749

26,124
26,789

16,071

1,235
17,412 1,208

25,136

18,109

25,818
25,549

24,370
47,921 23,769

22,164 22,60344,767

45,850 22,756 23,094

48,364

1,016
22,070 22,507 12,707 1,022

12,572

22,762

44,323
44,577

21,715 22,11643,831

45,110 22,348

21,941 22,382

42,487

19,469

21,519
40,800 20,128

20,968
20,672

38,517 19,048

15,735

17,838
16,716

36,077

31,910
33,860

26,379
13,89228,140

30,593 15,111

9,144 9,605
20,442 10,026 10,416

371

8,928 9,361
8,720 9,102 4,137

367
371

8,138 3,467

4.79
4.773,296 360

3,238 35615,517
15,706 7,695 8,011

7,621 7,896

16,042 368
4.7615,866 7,764 8,102 3,331 364

7,857 8,185 3,395
16,197 7,932 8,265 3,522
15,999 7,861

16,659 8,148

16,194 7,959
16,666 8,154

8,511 3,717 382
382

8,235 3,503
8,512 3,629

401

16,923 8,230 8,693
17,291 8,398 8,893

8,509 8,981 3,988

516

3,777 388

15,126

11,411 936

430
469

827
883

23,994

3,895 396

4,292

6,059

4,515
5,386

419
409

24,152
46,884 23,268 23,616

1,067

14,758 1,116
1,126

1,027
13,029

1,092

13,624 1,051
1,034

12,726

1,19116,923

1,13915,557
1,160

16,528 1,179

3.57

732

11,933
12,388

974
1,005

10,095
9,475 776
8,909

702

3.59

7,813 645
8,272 679

3.59
3.58
3.57

10,729

575
605

6,892
7,262

22,505 11,096 11,409

8,519

25,090 12,392 12,698
13,026 13,353

14,248

3.80

3.60
3.58

3.71
3.64
3.63

51,868 25,744

29,607 14,653

50,621 25,072
51,152 25,334

48,911 24,236

14,954

13,932
14,212

46,514 23,086 23,428

15,482
16,175

18,239
17,144

〔　人 口 〕

人　口　（人）

年次

区分

総　数 男 女 （世帯）

人口密度

（人/k㎡）

１世帯当
たりの人
数（人）

世帯数

4.73
4.60
4.61
4.62
4.59
4.48
4.48
4.44
4.39
4.31
4.26
4.15

3.58
3.56

3.46

3.53
3.51
3.52

3.54

3.37
3.34
3.30
3.25
3.20
3.14
3.10
3.06

24,675
49,814 24,678

３ ０ 年
３ １ 年
３ ２ 年

３ ７ 年

３ ３ 年
３ ４ 年
３ ５ 年
３ ６ 年

４ ０ 年
４ １ 年
４ ２ 年

３ ８ 年
３ ９ 年

４ ７ 年

４ ９ 年
５ ０ 年

４ ３ 年
４ ４ 年
４ ５ 年
４ ６ 年

５ ２ 年
５ ３ 年
５ ４ 年

４ ８ 年

平 成

５ ９ 年
６ ０ 年
６ １ 年
６ ２ 年

４ 年

1.90
2.62
2.52
9.03
10.09
11.49
5.14
6.68

６ ３ 年

2.17
1.15

３ 年

元 年
２ 年

５ ５ 年
５ ６ 年
５ ７ 年
５ ８ 年

５ １ 年

人口増
加率(対
前年)(%)

1.58

0.97
△ 1.22
1.22

1.22
1.02
1.11

2.91
△ 0.04

0.92

5.21

4.13
3.16

3.33
4.30
6.11
6.55
6.76
5.93

1.64
1.45
0.80
2.21

1.05
1.40
2.25

1.12
0.57
0.43
0.77

1.13
1.85
1.62

3.02
2.98
2.93
2.88 3.19

0.84
2.78 1.01
2.81

９ 年
１ ０ 年

５ 年
６ 年
７ 年
８ 年

１ ４ 年 57,323 28,264

１ ７ 年 3.442.681,39822,42030,64229,36760,009

 
 

 

 

 



 

人口動態

注１　数値は、住民基本台帳人口と外国人登録人口の合算値。

本籍人口及び住民基本台帳人口
（各年４月１日現在調）

外国人登録人口
（各年４月１日現在調）

平成 　　   １５ 年

　　   １６ 年

　　   １７ 年

１ ５ 年 514

自然動態

増　減

4

1
1

1

2

0

1

0

0

1

5

8

9

10

14

1

2

10

9
6

婚姻 離婚 死産

4398

人　口　（人）

人口増
転　出

人　口

464

112

241

その他韓国及び朝鮮 中　国

資料：市民課

20,883

22,052

21,310

転　入

社会動態

死　亡

29,245

28,533 29,530

30,36029,119

28,305

49

101

米　国

区分

年次 出　生

年次

区分

総　数

区分

483

530

15,083 40,614

14,631 39,573

１ ６ 年

１ ４ 年

248 121

住民基本台帳

女男総　数

１２月

　１月

　２月

　３月

　４月

　５月

　６月

　７月

　８月

単位：人、組

57,550

247

58,063

85 93

資料：市民課

59,479

単位：人

39

増　減

3,034

2,787

19 16

870

169 396

2,962

16 46

39
33

16

△ 75 51

8

12

157 167

86

105

433 609

15

13

301 105

資料：市民課

304

303

18

28

14

8

6

21

6

　　   　１６年

554

平成 　１５年

年次

48

39

45

　９月

１０月

１１月

　　   　１７年

42

57

47

43

34

45

戸　籍

14,185 38,587

本籍人口
（人）

本籍数

54

53

41 13

世帯数
（世帯）

411

545

660

△ 1

45 2 624 701 △ 77

372 182 3,447

3,203366 179

3,395374 140

32 10 176 177

27 30 229 213

37 6 429 272

40 21

20 25 178 165 13 40 18

16 1718 227 210

47 34 13 252

28

207 45 57

92143 6820 211

29 10

203 41 58
26 19 57
37 16 244

238 181

28

76

64228 164 76

151 260 274

平　成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

鉄道乗降客数

注１　（　）内は１日平均乗降客数。

 

路線バスの状況

（各年４月１日現在調）

（㎞）

（箇所）

（人）

10

資料：京阪宇治交通㈱、京阪バス㈱、奈良交通㈱

1,559

京 阪
バ ス

市 内 路 線 延 長

停 留 所 数

１日平均乗降客数

1,185,840

(722)

(3,240)

(8,250)

264,252

3,949,140

3,019,500

4,656,344

(512)

25.2

平成１５年

(538)

資料：西日本旅客鉄道㈱、近畿日本鉄道㈱

176,818

(12,722)

年次

196,556

(3,008)

新 田 辺 駅

Ｊ
Ｒ
東
西
線

京 田 辺 駅

同 志 社 前 駅

Ｊ Ｒ 三 山 木駅

松 井 山 手 駅

大 住 駅

4,069,750

1,097,920

3,645,620

2,862,330

253,310

17,047,040

(7,842)

(46,704)

(694)

(12,435)

30.1

1,5711,564

（㎞）市 内 路 線 延 長

37 37

1,469

25.2

30.1

45

4.1

10

4.1

9,399

45

1,475

4.1

(484)

1,578

25.2

45

10

平成１７年

9,3699,906

187,288

平成１６年
区分

市 内 路 線 延 長

近
鉄
京
都
線

総 数

10,075,348 (27,604)

興 戸 駅

三 山 木 駅

（箇所）停 留 所 数
京 阪 宇
治 交 通

（㎞）

１ 日平均乗降客数（人）

(6,127)

近 鉄 宮 津 駅

2,236,472

4,538,664

奈 良
交 通

（人）

停 留 所 数

１日平均乗降客数

42

4,055,668 (11,111)

(5,734) 1,944,250

〔　運　輸　〕

単位：人

平成１６年

12,791,619 (35,045)(32,682)総 数

年度

区分
平成１４年

11,928,930

平成１５年

(11,082)

10,113,318 (27,632)

(46,600)

(34,084)

(10,790)

17,055,640

12,474,744

4,056,012(11,150)

(9,988)

2,098,690

1,214,733 (3,328)

4,065,040 (11,137)

3,174,046 (8,696)

282,132 (773)

16,876,518 (46,237)

10,071,506 (27,593)

4,683,944 (12,833)

(5,327)

34.45

（箇所）

 
 

 

 

 



 

路線バス主要停留所乗降客数

松井山手駅

新田辺

松井山手駅

新田辺

新田辺

三山木駅

年度

1,153,950

奈 良 交 通
152,010

480,420

31,348

146,070

214,920

471,934

平成１４年 平成１６年平成１５年

32,718

481,950

京 阪 バ ス

区分

京阪宇治交通
507,960

資料：京阪宇治交通㈱、京阪バス㈱、奈良交通㈱

206,590

単位：人

206,010

33,064

488,751

1,157,625

194,910

1,220,100

493,934

 

 

電灯・電力供給状況

（各年度末現在調）

（１）使用電力量

年度
区分

注１　電灯とは、一般家庭用、業務用、街路灯、防犯灯等をいう。

注２　電力とは、工場動力用を主とするものをいう。

注３　その他の電力とは、臨時的なもの（建設工事用等）をいう。平成１５年度については、電力に含まれている。

ガス供給状況

（各年度末現在調）

（１）需要戸数

年度
区分

〔　電気・ガス　〕

平 成

１ ６ 年

228,639１ ６ 年 362,005 133,366

平 成

総　数 電　灯

１ ４ 年

１ ５ 年 347,329

6

5 95

269 5 107

総　数 家庭用 医療用 商業用

１ ４ 年 25312,343 11,960 30

126,970

6,153

220,359 －

単位：戸

－

単位：千ｋｗｈ

その他の電力

資料：関西電力㈱

電　力

217,076

注４　使用電力量は、千ｋｗｈ未満四捨五入のため合計と総量は不一致の場合あり。

349,821 126,592

資料：大阪ガス㈱

１ ５ 年 12,683 12,270 32

工業用 公　用

14013,640 13,177 35 282

 


